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お知らせ

ご寄付ありがとうございます

 ●放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）のために

　㈱出雲殿互助会愛知法人（名古屋市中村区）

　…英会話ロボット チャーピー　26台

 ●市内保育園、児童館・児童センターでの観賞用として

　寺尾園芸（井堀橋下町）…ひまわり鉢植え　30鉢

 ●市内小・中学校での観賞用として

　㈲角田ナーセリー（一宮市）…日々草の花苗　600ポット

2023 納税カレンダー
を配布します

1004030

　11月１日㈫から配布します。

希望する方は、配布場所で受け

取ってください。

配 布場所　収納課、支所、市民

センター、市民病院、保健セ

ンター、図書館など

他原則、１世帯１部

問収納課　 32-1247

個人事業税第２期分の
納付をお忘れなく

　個人事業税の第２期分の納期

限は11月30日㈬です。納付書

は８月に送付した納税通知書に

同封していますので、納期まで

に納付してください。

問県西尾張県税事務所

　 0586-45-3169

インボイス制度説明会

時 ①11月９日㈬②12月７日㈬

　 ※各２回開催（午前10時～ 11時・午後２時～４時）

場一宮税務署大会議室（一宮市栄四丁目）

定各30人（先着）

内 令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式として導入さ

れるインボイス制度について

申 電話（ 0586-72-4331）で、一宮税務署へ

他 午後の部では、消費税の仕組みについても説明します

一宮税務署からのお知らせ

●税に関する作品　入賞作品の展示

　11月11日～ 17日の「税を考える週間」に合わせ、

一宮納税貯蓄組合連合会が小・中学生から税に関

する習字と作文を募集しました。入賞作品を次の

とおり展示します。

時11月14日㈪～ 20日㈰

場ｉ-ビルシビックテラス（一宮市栄三丁目）

●税に関する番組の放送

　税を考える週間の特集番組「税金ってな～

んだ」を、稲沢CATVで放送します。

放送日　11月７日㈪～ 13日㈰

放送時間　10：35、17：35（１日２回、５分番組）

問一宮税務署　 0586-72-4331

納期内納税にご協力を

休日納税相談窓口

時 12月４日㈰

　午前９時～午後４時

場収納課

納付が遅れたときは…

　当初の納付書で納付できる場合もありますが、収

納課から専用の再発行納付書または払込取扱票を

送付しますので、確認の上問い合わせてください。

納税に困ったときは…　

　市税などを滞納すると、法の定めるところにより

財産の差し押さえを受けることがあります。納期内

に納税できない事情のある方は、早めに収納課へ相

談してください。電話相談も行っています。

問収納課　 32-1248

　　　　　 1001093

●令和４年８月分

路線名 利用人数
バス運行経費における

１人当たりの市負担額

稲沢中央線 アピタ稲沢店系統 8,811人 192円

祖父江・稲沢線 ふれあいの郷系統 1,138人 997円

祖父江・稲沢線 地泉院系統 1,255人 875円

下津・稲沢線 889人 1,226円

大里線 660人 1,685円

千代田・平和線 849人 1,353円

問地域協働課　 32-1146　 1001271

コミュニティバスを利用してください

　コミュニティバスの運行を継続していくため、運行経費にお

ける利用者１人当たりの市負担額（下表）の基準値を1,500円と

し、この基準値や利用状況を参考に運行路線の見直しを検討し

ていきます。

法の日週間記念行事と無料相談会

●記念行事

時 11月20日㈰、午後２時30分～４時

場 ｉ-ビルシビックテラス（一宮市栄三丁目）

内 夢を持つことの大切さと困難に立ち向かう

　強さをテーマとしたトークショー

講元レスリング選手

　吉田沙保里

他 入場には整理券が必要です。配布方法など

　詳しくは愛知県弁護士会のホームページで

　確認してください

●無料法律相談会

時 11月18日㈮、午後１時30分～４時30分（１人30分以内）

場 市役所相談室３・４

定６人（先着）

申 11月４日㈮午前９時30分から、電話（ 0586-72-8199）で愛知県弁

護士会一宮支部へ

母子・父子家庭などの手当

1010303

手 当の種類　児童扶養手当、県

遺児手当、市遺児手当

支 給要件　次のいずれかの状態

の児童（18歳の年度末まで）

を監護・養育している方　①

父または母が死亡②父または

母が重度の障害③父母が婚姻

を解消④父または母が１年以

上行方不明⑤父または母から

１年以上遺棄されている⑥父

または母が１年以上拘禁され

ている⑦母が婚姻しないで出

生⑧父または母がDV防止法

による保護命令を受けてい

る　※所得制限など条件あり

● 現在手当の認定を受けている

方へ（支給停止中も含む）

　婚姻（事実婚も含む）した場

合や支給要件に該当しなくなっ

た場合、住所などの届出事項に

変更があった場合などは、届け

出が必要です。

　届け出がない場合、支給の差

し止めや資格喪失、手当の返還

になる場合があります。

問子育て支援課

　 32-1296

▲吉田沙保里

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容の問い合わせは、直接広告主へお願いします。

広

告

広告募集
　「暮らしの情報」の最下段に掲載する有料広告
を募集しています。詳しくは、市ホームページ
をご確認ください。 1002133

9 広報いなざわ　令和４年(2022年)11月号 8広報いなざわ　令和４年(2022年)11月号新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定を変更・中止する場合があります！


